




平成２９年度公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者 

（空手道コーチ・上級コーチ） 更新義務研修会開催要項 

 

１．目 的        公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者登録規程第４条に基づ

き、資格有効期限の更新義務研修として実施する。 

 

２．主 催      公益財団法人 全日本空手道連盟                 

 

３．期 日     平成３０年３月３日(土) 

 

４．会 場     日本空手道会館 

〒135-8538 東京都江東区辰巳１－１－２０ TEL:03-5534-1951 

（交通）東京メトロ有楽町線「辰巳」駅下車 1番出口より徒歩５分 

  

５．日 程     別紙日程表を参照 

 

６．対 象 者   日本体育協会公認空手道コーチ・上級コーチ資格保有者（原則として研

修会未修了の者） 

        

７．講習内容   講義、実技講習 

 

８．受 講 料   ２３，０００ 円（納入後の受講料は返金しない。） 

                      

９．携 帯 品   筆記用具、空手衣、空手道手帳（お持ちの方のみ） 

 

10．申込手続   以下の①または②のいずれかの方法でお申込みください。 

         ※ただし、所属団体にて申込方法の指定がある場合はそれに従うこと。 

 

        ①インターネットサービス（指導者マイページ）からの申込み 

         日本体育協会のホームページから、指導者マイページのアカウント登

録・ログインを行い、本研修会にお申込みください。受講料について

も研修会情報記載の指定口座へ直接お支払いください。 

         ※振込人名義は受講者の個人名としてください。 

         ※指導者マイページの利用方法については別紙にてご確認ください。 

 

②所定の申込書による申込 

都道府県連盟、競技団体事務局で受講者を取りまとめ、所定の申込書 

により、受講料を添えて申込んでください。（受講料の振込金受取書 

の写しを添付してください。） 

 



※申込書による受講希望者から全空連への直接の申込は受付けてお

りません。必ず所属団体を通じてお申込みください。 

（送付先） 

〒135-8538 東京都江東区辰巳１－１－２０ 日本空手道会館 

公益財団法人全日本空手道連盟 指導普及課宛 

 

11．申込期限  ①インターネットサービス（指導者マイページ）からの申込み 

平成３０年 ２月１６日（金） １７：００ 

        ②所定の申込書による申込 

平成３０年 ２月１６日（金） 必着 

 

12．振 込 先  銀行名：みずほ銀行 虎ノ門支店 

         口座名：普通預金  No１８４７７４９ 

             名 義：ザイ）ゼンニホンカラテドウレンメイ 

 

13．そ の 他   

（１）この研修会は、公益財団法人日本体育協会公認空手道コーチ・上級コーチの資格

更新のための義務研修会となります。 

  

（２）資格有効期限が２０１７年３月３１日以前の者は資格の更新に再登録申請が必要

となります。資格再登録に際し審査料として２，０００円を徴収いたします。資格

再登録申請をする場合は資格再登録申請書を提出し、本研修会受講料と合わせて再

登録審査料２，０００円を納入してください。 

 

（３）本研修会の修了者には修了証明書を発行いたしますが、更新登録に際し修了証明

書を添付する必要はありません。資格登録更新時まで大切に保管し、新資格有効期

限を確認した後は、修了証明書を破棄されてもかまいません。 

        

（４）日本空手道会館付近には、宿泊施設及び多人数が利用できる飲食施設がありませ

ん。宿泊につきましては各自でご手配をお願い致します。 

 

 

本件担当：指導普及課 大 井 悠 矢  

ＴＥＬ：０３－５５３４－１９５１ 

ＦＡＸ：０３－５５３４－１９５２ 

Ｅ－mail：y-ohi@chic.ocn.ne.jp 

 



平成２９年度公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者 

（空手道コーチ・上級コーチ）更新義務研修会 

 日    程         

公益財団法人 全日本空手道連盟 

 

１．期  日   平成３０年３月３日（土） 

２．会  場   日本空手道会館 

３．日  程 

（１）受  付 ９：００～ ９：２０ 

（２）開講式・挨拶 副会長      栗原 茂夫   ９：２０～ ９：３０ 

（３）講 義   

「テーマは講師と調整中」 

             味の素株式会社 オリンピック・パラリンピック推進部 

               ビクトリープロジェクトグループ  上野 祐輝 

第 １ 班    会 議 室  ９：３０～１１：００ 

              第  ２ 班  会 議 室 １１：３０～１３：００ 

（４）実技講習 

①剛 柔 流 村松 真孝  

第 １ 班  大 道 場 １１：００～１２：００ 

第 ２ 班  中 道 場 １４：００～１５：００ 



②糸 東 流 原口 髙司  

第 １ 班  大 道 場 １３：００～１４：００ 

第 ２ 班  中 道 場 １５：００～１６：００ 

 

 ③松濤館流 阪梨  學 

第 １ 班  大 道 場 １４：００～１５：００ 

第 ２ 班  中 道 場  ９：３０～１０：３０ 

                 

 ④和 道 流 前田 利明 

第 １ 班  大 道 場 １５：００～１６：００ 

第 ２ 班  中 道 場 １０：３０～１１：３０ 

 

（５）昼  食       第 １ 班        １２：００～１３：００ 

             第 ２ 班        １３：００～１４：００ 

（６）閉講式  １６：１０ 

※講習会終了後、修了証明書をお渡しいたします。 

※班編成は講習会当日に掲示いたします。 





申請日　　　　　年　　　　月　　　　日

公益財団法人日本体育協会事務局長　殿

氏名 印

Ⅰ．申請者情報

Ⅲ．今後の指導活動予定
指導対象・活動場所・指導に対する心構え等について具体的に記入してください。（100字以上）

公益財団法人日本体育協会　公認スポーツ指導者資格
再登録申請書　兼　申請要件調査書

標記の件について、下記のとおり資格の再登録申請をいたします。

１．氏名（ふりがな） ２．性別

　　男性　　女性

３．生年月日

１９　　　年　　　　月　　　　日

４．住所
〒

５．電話（携帯電話等）

６．申請区分（どちらかに○）

　　　　　未手続による再登録　　　有効期限切れによる再登録

６．以前の有効期限
（有効期限切れの場合）

７．以前の登録番号
（下７桁を記載／有効期限切れの場合）

８．申請資格

競技名：                                       資格名：

Ⅱ．再登録申請理由
資格再登録申請をする理由について具体的に記入してください。

100字 



指導者資格再登録申請書記入例 

 

 

１．指導者氏名：資格再登録申請者本人及び捺印 

 

 

２．再登録申請理由 

（１）更新登録手続きの失念 

（２）資格更新有効期限の失念 

（３）業務と更新義務研修会日程の重複により、受講することができなかった。 

（４）有効期限が切れたことにより、資格が失効したものと思い、更新義務研

修会も受講しなかった。 

（５）長期出張や転勤等により、日程の調整ができず更新義務研修会を受講す

ることができなかった。 

（６）長期にわたり仕事の関係等の理由により海外に滞在あいていた。（証明

書を添付すること。） 

（７）長期にわたり入院あるいは社会復帰するためにリハビリテーションをし

ていた。（証明書を添付すること。） 

 

 

３．今後の指導活動予定 

   公認スポーツ指導者として、今後も地域（道場、学校等）で、活動を行

う為。 

 

 

＊ 再登録申請理由及び今後の指導活動予定は、上記記入例が全てではありま

せん。参考にして記入してください。 

 

  なお、申請書のⅢ．今後の指導活動予定については、

必ず１００字以上記入してください。 



　　　　　　 公益財団法人 全日本空手道連盟

2018年3月3日（土）開催用

記載内容 有効期限

1
2021/9/30
～2019/3/31

2 2018/9/30

3 2018/3/31

4 2017/9/30

5 2017/3/31以前

注）

今回の受講と合わせ、再登録申請（所定申請書の提出と審査料2,000円の納入）を行う必要がある。
（2018/10/1以降からの更新が可能となる）

受講対象者名簿記載内容の説明について

今回受講しても、受講しなくてもよい。
（有効期限の6ヶ月前までに更新義務研修会を受講すれば更新が可能となる）

今回受講しなければ失効期間が発生するため、今回受講し更新可能な要件を満たす必要がある。

説　　　　　　　明

記載内容2の有効期限2018/3/31の指導者が、今回更新義務講習を受講しないで来年3月に受講した場合、有効期限内の受講であるが資格
有効期限の6ヶ月前までに義務研修を修了することという日体協の登録手続きの関係により、2018/4/1付登録とならず、2018/10/1付登録とな
る。

今回受講しなければ再登録申請の手続きが発生するため、今回受講し更新可能な要件を満たす必要があ
る。
（2018/9/30まで一時的に失効期間が発生するが、2018/10/1以降からの更新が可能となる）

今回受講し更新可能な要件を満たす必要がある。
（2018/9/30まで一時的に失効期間が発生するが、2018/10/1以降からの更新が可能となる）


